


〒105-0004　東京都港区新橋5-15-5  交通ビル3F

〒163-0456

当社保険に関するお問い合わせ・各種お手続き

＜引受保険会社＞

＜募集代理店＞

アフラック　東京第二法人営業部

アベニール株式会社

初めて診断確定されたとき

入院したとき　       　　　　　入院給付金

通院したとき　       　　　　　通院給付金

手術したとき　       　　　　　手術治療給付金

訪問面談サービスと専門医紹介

AF006－2014－0593 11月6日(161106)

（2014 年 10 月 10 日現在）◆ 月 払 保 険 料（ 集 団 取 扱 ）
新 生 き る た め の が ん 保 険 D a y s  A プラン
入 院 給 付 金 日 額 10 , 0 0 0 円 　定額タイプ  解 約 払 戻 金 な しタイプ
保 険 料 払 込 期 間：終 身（ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は １ ０ 年 更 新 ）

＜抗がん剤治療特約＞の更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率に
よって決まります。

10,000 円1 日につき

がんの場合

上皮内新生物の場合

10,000 円1 日につき

20万円1 回につき

20万円1 回につき放射線治療を受けたとき　          放射線治療給付金

※ Aプランの場合、抗がん剤治療給付金はご希望により取り外すことができます。

抗がん剤治療を受けたとき
（上皮内新生物は対象外）

治療を受けた月ごと

乳がん・前立腺がんのホルモン療法のとき
治療を受けた月ごと

保険期間：終身（抗がん剤治療特約は10年更新） 契約年齢：０歳～満８5歳
Aプラン　入院給付金日額10,000円の 場合

一時金として　100 万円

一時金として　 10 万円

◎詳しくは、「契約概要」等をご覧ください。

「がん」の保障 《新生きるためのがん保険Days 》 「生きる」を創る。

抗がん剤治療給付金

男性 3,450円

3,800円

5,400円

5,370円 6,560円 8,050円

8,920円 14,110円

35歳 45歳 55歳 65歳

女性

コールセンター 0120-5555-95

電　話 ファックス03-3437-6810 03-3437-6822

診断給付金

10万円（給付倍率２倍）

5 万円（給付倍率 1 倍）

（更新後の保険期間を
 含め通算 600 万円まで）

（このサービスは、株式会社法研が提供するサービスです）がん専門相談サービス プレミアサポート
東京都新宿区西新宿2-1-1  新宿三井ビル

※

７／２６国会包囲

７／２６国会包囲

優勝　チームヒトデンA

準優勝　チーム長津田

7/14  日比谷野音

7/14  参加者でごった返す日比谷野音

ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
で

　
　
　
歓
声
あ
が
る

戦
争
へ
の
道
を
許
さ
な
い
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安
倍
自
公
政
権
は
、
七
月
一
五
日
に
衆
議
院
特

別
委
員
会
で
安
全
保
障
関
連
法
案
を
強
行
採
決

し
、
続
く
一
六
日
に
衆
議
院
本
会
議
で
野
党
五
党

欠
席
の
中
で
可
決
し
た
。
多
く
の
国
民
の
反
発
を

は
じ
め
、
憲
法
学
者
や
元
法
制
局
長
官
、
日
弁
連
、

多
く
の
自
治
体
決
議
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
反
対
や
違

憲
の
声
を
無
視
し
て
の
採
決
。
地
方
本
部
は
こ
の

歴
史
的
暴
挙
に
対
し
て
、
直
ち
に
抗
議
声
明
を
発

し
、
抗
議
行
動
な
ど
を
指
示
し
た
。
九
月
二
七
日

ま
で
会
期
延
長
さ
れ
た
国
会
の
焦
点
は
参
議
院
に

移
る
が
、
法
案
成
立
阻
止
に
向
け
て
、
最
大
限
の

取
り
組
み
の
強
化
で
、
戦
争
を
す
る
国
づ
く
り
に

徹
底
し
た
反
対
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
。

　

こ
れ
に
先
立
ち
、
戦
争
さ
せ
な
い
・
九
条
こ
わ
す

な
！
総
が
か
り
行
動
実
行
委
員
会
は
七
月
一
四
日
に

日
比
谷
野
音
に
お
い
て
、「
戦
争
法
案
廃
案
・
強
行

採
決
反
対
！　

七
・
一
四
大
集
会
」
を
行
な
い
、
野

音
周
辺
は
二
万
人
の
平
和
を
求
め
る
人
た
ち
で
埋
め

尽
く
さ
れ
た
。
東
京
地
方
本
部
も
、
各
支
部
・
地
区

本
部
や
、
国
労
本
部
・
東
日
本
本
部
と
と
も
に
集
会

に
参
加
し
、
戦
争
法
案
反
対
を
訴
え
て
き
た
。
集
会

は
、
一
八
時
三
〇
分
に
制
服
向
上
委
員
会
の
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
か
ら
始
ま
り
、
評
論
家
の
佐
高
信
さ
ん
や

作
家
の
落
合
恵
子
さ
ん
な
ど
、
多
く
の
方
か
ら
の
訴

え
が
続
い
た
。
平
和
を
求
め
る
仲
間
が
あ
ま
り
に
多

く
集
ま
っ
た
た
め
、
国
会
裏
へ
の
請
願
デ
モ
は
全
体

の
出
発
に
二
時
間
以
上
か
か
る
状
態
だ
っ
た
が
、
議

員
面
会
所
前
で
は
、
た
く
さ
ん
の
野
党
議
員
が
、
行

進
の
列
を
二
時
間
以
上
に
わ
た
っ
て
出
迎
え
、
今
後

の
闘
い
へ
の
結
束
を
訴
え
た
。

　

参
議
院
で
の
審
議
が
始
ま
る
前
日
の
七
月
二
六

日
に
は
、
同
じ
く
、
総
が
か
り
実
行
委
員
会
に
よ

る
国
会
包
囲
行
動
が
猛
暑
の
中
で
行
わ
れ
、
東
京

　

東
京
地
方
本
部
は
、
七
月
一
七
日
に
、
東
京
ド

ー
ム
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
に
お
い
て
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
大

会
を
開
催
し
た
。
約
七
〇
名
の
組
合
員
が
集
ま
っ

た
ほ
か
、
上
部
機
関
の
東
日
本
本
部
や
家
族
会
、

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
交
運
共
済
や
、
と
も
に
駅

で
働
く
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
労
組
の
仲
間
な
ど
、
多
く
の
参

加
者
を
得
て
、
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。
青
年
層
も

多
く
参
加
し
て
い
た
が
、
昔
の
ボ
ウ
リ
ン
グ
ブ
ー

ム
以
来
の
大
ベ
テ
ラ
ン
が
年
配
者
に
多
く
存
在
し
、

マ
イ
ボ
ー
ル
持
参
の
組
合
員
も
多
数
見
ら
れ
、
団

体
（
三
名
）
成
績
、
個
人
成
績
と
も
、
東
所
沢
電

車
区
Ａ
チ
ー
ム
が
ぶ
っ
ち
ぎ
り
優
勝
と
な
っ
た
。

ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
　
成
績

団
体
の
部

優
勝　

チ
ー
ム
ヒ
ト
デ
ン
Ａ
（
東
所
沢
電
車
区
）

　
　

直
江
章
・
滝
沢
淳
・
山
口
秀
樹　

三
六
〇
点

準
優
勝　

チ
ー
ム
長
津
田　
　
（
長
津
田
駅
）　
　

　
　

丹
羽
昌
博
・
杉
山
久
・
小
林
匠　

三
〇
〇
点

第
三
位　

ロ
ー
ト
ル
Ｎ
ｏ
１
（
隅
田
川
駅
）　
　

　

田
中
好
幸
・
後
藤
功
・
矢
口
芳
則  

二
九
〇
点

第
四
位　

大
宮
営
業　
　
　
　
　
　

二
八
一
点

第
五
位　

大
宮
地
区
本
部　
　
　
　

二
五
八
点

第
六
位　

中
野
駅　
　
　
　
　
　
　

二
五
四
点

　
　
　
（
得
点
は
二
ゲ
ー
ム
合
計
・
三
人
平
均
）

個
人
の
部

優
勝　

山
口 

秀
樹
（
東
所
沢
電
車
区
）
三
七
七
点

準
優
勝　

直
江 

章
（
東
所
沢
電
車
区
）
三
七
三
点

第
三
位　

滝
沢 

淳
（
東
所
沢
電
車
区
）
三
三
〇
点

第
四
位　

丹
羽 

昌
博
（
長
津
田
駅
）
三
二
七
点

第
五
位　

伊
藤 

隆
夫
（
渋
谷
駅
）
三
二
四
点

　
　
　
　
　
　
　
（
得
点
は
二
ゲ
ー
ム
合
計
）

地
本
を
は
じ
め
、
各
級
機
関
や
組
合
員
も
大
勢

参
加
し
、
国
会
を
取
り
囲
ん
だ
。
社
民
党
吉
田

党
首
は
「
衆
議
院
で
強
行
採
決
を
行
っ
た
事
に

抗
議
し
よ
う
。
明
日
か
ら
参
議
院
で
審
議
が
始

ま
る
。
特
別
委
員
会
で
、
後
方
支
援
の
拡
大
、

Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
問
題
な
ど
、
掘
り
下
げ
て
徹
底
的
に

安
倍
政
権
を

追
求
す
る
」

な
ど
の
決
意

を
語
り
、
総

勢
二
万
人
に

よ
る
戦
争
反

対
の
シ
ュ
プ

レ
ヒ
コ
ー
ル

が
国
会
周
辺

に
響
き
渡
っ

た
。

『戦争法案』の衆議院強行採決に抗議する声明 
 

 

安倍自公政権は、憲法違反と指摘され多くの国民が反対している安全保障関連法案を１

５日の衆院特別委員会において野次と怒号の中で強行採決、１６日衆院本会議においては

野党が退席する中、与党などによる採決を行った。 

国労東京地方本部は、憲法に違反し、安全保障・平和とは名ばかりの「戦争法案」を強

行採決した暴挙に強く抗議し断固として反対する。 

安倍自公政権は、昨年７月１日憲法解釈を変更することで集団的自衛権行使を容認する

閣議決定を行い、本年５月１５日、戦争中の他国軍を後方支援する恒久法「国際平和支援

法案」と集団的自衛権行使を前提にした関連法案などの１１法案を国会に提出した。通常

国会は、６月２４日で１５０日間の会期が終了する予定であったが、９月２７日まで９５

日間もの会期延長を強行した。期間内に成立しなかった法案は審議未了・廃案とすべきも

ので、過去最長の大幅延長を行ってまでも「戦争法案」や、労働法制の改悪を強行的に行

おうとする政府与党の傲慢な政治運営を許すことはできない。 

安倍自公政権は、審議時間を確保し審議は尽くしたと開き直っているが、国会審議はも

とより国民的な理解は、首相自ら「理解は進んでいない」と明言した通り全く深まってい

ない。これは、国会審議の過程で首相のヤジや閣僚の迷走する答弁、強行的な運営によっ

て委員会が混乱し、審議中断や流会が相次いだことと、何よりも法案自体が「違憲である」

との声に答えるものになっていないからである。憲法学者のみならず、元内閣法制局長官

らが「憲法９条に違反する」などと指摘せざるを得ないこの法案は、到底理解できるもの

ではなく、「憲法判断は最高裁である」と言い放つ安倍首相の責任は重大である。 

日本国憲法の平和主義を否定し、「戦後７０年」の歴史を根本から変質させる「戦争法

案」を強行的に成立させようとする、危険な政治姿勢を断じて許すわけにはいかない。 

国労東京地方本部執行委員会は、日本の将来を揺るがすこの暴挙に対して断固反対し、

抗議するものである。 

２ ０ １ ５ 年 ７ 月 １ ６ 日 

国鉄労働組合東京地方本部 

執 行 委 員 会  


